
 「商品CFD取引の契約締結前交付書面」新旧対照表  

平成２３年９月１５日 

（ 下線部分変更） 

新 旧 

商品ＣＦＤ取引のリスク等重要事項について 

商品ＣＦＤ取引のリスクについて 

・本取引は、原資産の価格を参照して行う取引であるため、原資産の価格

の変動により損失が生ずることがあります。また、取引金額がその取引に

ついてお客さまが預託すべき証拠金の額の２０倍の額までのお取引（レバ

レッジ２０倍）を行うことが可能です。 

1 単位のお取引をしますと相場が１ドル変動した場合、１ドルの利益・損

失が出ることになります。 

（※原資産が原油・銀の場合は、相場が１ドル変動した場合、１０ドルの

利益・損失が出ることになります。） 

取引に必要な証拠金が、取引額の５％であるのに対して、利益・損失は、

取引額を基準に発生しますので、ご留意ください。 

 

 

 

・金先物の１日の高値と安値の価格差の過去１０年間の平均は約１2ドル

です。 

また、２０11年8月24日には高値と安値の価格差が100ドルであり、そ

の場合、１単位のお取引をされますと、最大で100ドルの利益または損失

が発生する可能性があります。 

 

商品ＣＦＤ取引のリスク等重要事項について 

商品ＣＦＤ取引のリスクについて 

・本取引は、原資産の価格を参照して行う取引であるため、原資産の価格

の変動により損失が生ずることがあります。また、取引金額がその取引に

ついてお客さまが預託すべき証拠金の額の２０倍の額までのお取引（レバ

レッジ２０倍）を行うことが可能です。 

1 単位のお取引をしますと相場が１ドル変動した場合、１ドルの利益・損

失が出ることになります。 

（※原資産が原油の場合は、相場が１ドル変動した場合、１０ドルの利益・

損失が出ることになります。） 

取引に必要な証拠金が、取引額の５％であるのに対して、利益・損失は、

取引額を基準に発生しますので、ご留意ください。 

 

 

 

・金先物の１日の高値と安値の価格差の過去１０年間の平均は約１０ドル

です。 

また、２００８年９月１７日には高値と安値の価格差が９４．４ドルであ

り、その場合、１単位のお取引をされますと、最大で９４．４ドルの利益

または損失が発生する可能性があります。 
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・コーン先物の１日の高値と安値の価格差の過去１０年間の平均は約10

ドルです。 

また、２０11年６月３０日には高値と安値の価格差が93．5ドルであり、

その場合、１単位のお取引をされますと、最大で93．5ドルの利益または

損失が発生する可能性があり 

 

 

 

・金ドルの１日の高値と安値の価格差の過去１０年間の平均は約13ドル

です。 

また、２０11年8月24日には高値と安値の価格差が104ドルであり、そ

の場合、１単位のお取引をされますと、最大で104ドルの利益または損失

が発生する可能性があります。 

 

・銀ドルの１日の高値と安値の価格差の過去１０年間の平均は約0.4ドル

です。 

また、２０11年5月2日には高値と安値の価格差が6ドルであり、その場

合、１単位のお取引をされますと、最大で60ドルの利益または損失が発

生する可能性があります。 

 

・白金ドルの１日の高値と安値の価格差の過去１０年間の平均は約22ド

ルです。 

また、２０08年3月17日には高値と安値の価格差が184ドルであり、そ

の場合、１単位のお取引をされますと、最大で184ドルの利益または損失

・コーン先物の１日の高値と安値の価格差の過去１０年間の平均は約８ド

ルです。 

また、２００８年６月３０日には高値と安値の価格差が４５．５ドルであ

り、その場合、１単位のお取引をされますと、最大で４５．５ドルの利益

または損失が発生する可能性があります。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

が発生する可能性があります。 

 

・商品CFD（限月がある銘柄のみ）については、銘柄ごとに決済期限が決

められています。お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引最終

日までに決済されなかった場合、当該建玉は取引最終日の取引時間終了後

に最終清算価格で自動的に決済されます。 

 

 

・商品CFD（商品現物を原資産とする銘柄に限る）において、ロールオー

バー（毎営業日の取引終了後に行われる受渡日の更新処理をいいます。）

の執行により、金利調整額が発生します。 

金利調整額はカバー先とのロールオーバーをもとに当社が決定いたします。

※国内外の祝祭日の影響により、ニューヨーククローズ時点で建玉を保有

していてもロールオーバーが行われないため、金利調整額が発生しない営

業日があります。 

 

・商品CFD（商品先物を原資産とする限月のない銘柄に限る）において、

決済期日を設けていいないため、当社が定める日に建玉を保有していた場

合、当社で定めた価格調整額が発生します。 

価格調整額は、参照市場の最終営業日の前に当社が定める日において参照

原資産の交代を行うため 期近と期先の価格差を基に算出します。 

 

 

 

 

 

・商品先物ＣＦＤについては、銘柄ごとに決済期限が決められています。

お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引最終日までに決済され

なかった場合、当該建玉は取引最終日の取引時間終了後に最終清算価格で

自動的に決済されます。 

 

 

（新設） 
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カバー取引について 

当社のカバー取引は下記の外国法人を取次ぎ先とし、下記の外国金融商品

市場を執行先として行います。 

 

（取次ぎ先） 

商号又は名称：みずほセキュリティーズユーエスエー（Mizuho Securities

（ＵＳＡ）Inc.） 

業務内容：証券業、先物取引仲介業務等 

監督を受けている当局の名称：米国証券取引委員会（ＳＥＣ）、米国商品

先物取引委員会（ＣＦＴＣ） 

 

 

（削除） 

 

 

商号又は名称：ドイチェ・バンク・エージー（ Deutsche Bank AG ）

監督を受けている外国当局の名称：英国金融庁（ U.K. FSA ） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：ユービーエス・エー・ジー（ UBS AG ） 

監督を受けている外国当局の名称：スイス連邦銀行委員会（Swiss Federal 

BankingCommission ） 

 

 

カバー取引について 

当社のカバー取引は下記の外国法人を取次ぎ先とし、下記の外国金融商品

市場を執行先として行います。 

 

（取次ぎ先） 

商号又は名称：みずほセキュリティーズシンガポール（Mizuho Securities

（Singapore）Pte. Ltd） 

業務内容：先物取引仲介業務等 

監督を受けている当局の名称：シンガポール金融管理局（ＭＡＳ） 

 

 

商号又は名称：シンガポール取引所（Singapore Exchange） 

監督を受けている当局の名称：シンガポール金融管理局（ＭＡＳ） 

 

（新設） 
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業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: ゴールドマン・サックス・インターナショナル( Goldman 

SachsInternational ) 

監督を受けている当局の名称：英国金融庁 (U.K. FSA) 

業務内容：証券業 

 

 

 

 

商品ＣＦＤ取引の仕組みについて 

 

当社による商品ＣＦＤ取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び規則

を遵守して行います。 

 

１．商品ＣＦＤ取引の概要 

（１） 取扱銘柄 

当社では、商品現物CFD・商品先物ＣＦＤを取扱います。 

 

（ｂ）商品先物ＣＦＤ 

・商品先物ＣＦＤ取引に必要な証拠金の最低額は、各建玉の対価の額の5％

に相当する円価格です。 

・商品先物ＣＦＤ価格は対象となる原資産の商品先物の市場価格に連動し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品ＣＦＤ取引の仕組みについて 

 

当社による商品ＣＦＤ取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び規則

を遵守して行います。 

 

１．商品ＣＦＤ取引の概要 

（１）取扱銘柄 

当社では、商品先物ＣＦＤを取扱います。 

 

（新設） 
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・決済期限は、各銘柄ごとに定められております。詳細は「商品ＣＦＤ取

引ルール」をご覧ください。 

 

 

３．返済に伴う金銭の授受 

 

（１）返済について 

（ｂ） 最終清算による決済 

商品先物を原資産とする銘柄については、銘柄ごとに決済期限が決められ

ています。お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引最終日まで

に決済されなかった場合、当該建玉は取引最終日の翌営業日に最終清算価

格で自動的に決済されます。 

 

 

 

商品ＣＦＤ取引の仕組みについて 

（２）必要証拠金 

必要証拠金とは、新規建てを行う場合に必要となる証拠金のことをいいま

す。 

当社の商品ＣＦＤ取引では、口座全体で証拠金維持率計算は行われず、新

規建玉毎に必要証拠金が設定される証拠金管理制度を採用しています。 

 

必要証拠金の算出方法は以下のようになります。 

建玉毎の必要証拠金 ＝ 約定価格 × 取引単位 × 取引数量 × 証拠 

 

 

 

３．返済に伴う金銭の授受 

 

（１）返済について 

（ｂ） 最終清算による決済 

商品先物ＣＦＤについては、銘柄ごとに決済期限が決められています。お

客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引最終日までに決済されな

かった場合、当該建玉は取引最終日の翌営業日に最終清算価格で自動的に

決済されます。 

 

 

 

商品ＣＦＤ取引の仕組みについて 

（２）必要証拠金 

必要証拠金とは、新規建てを行う場合に必要となる証拠金のことをいいま

す。 

当社の商品ＣＦＤ取引では、口座全体で証拠金維持率計算は行われず、新

規建玉毎に必要証拠金が設定される証拠金管理制度を採用しています。 

 

必要証拠金の算出方法は以下のようになります。 

建玉毎の必要証拠金 ＝ 約定価格 × 取引単位 × 取引数量 × 証拠 

金率 
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金率 

商品CFD の必要証拠金は、取引金額の5％に相当する日本円です。 

 

 

商品ＣＦＤ取引に関する主要な用語 

最終清算価格 商品ＣＦＤ取引の最終決済を行う

ための価格（＝清算指数）のこと

をいう。満期日前に反対売買によ

る決済を行わない時の、清算価格

として使用される。 

金利調整額 ロールオーバーする毎に発生し、

その都度受払いが発生します。 

価格調整額 商品CFD（限月のある銘柄を除く）

において、当社で定めた日に建玉

を保有した場合、当社で定めた価

格調整額が建玉に発生します。 

 

 

商品先物CFD の必要証拠金は、取引金額の5％に相当する日本円です。 

 

 

商品ＣＦＤ取引に関する主要な用語 

最終清算価格 商品先物ＣＦＤ取引の最終決済を

行うための価格（＝清算指数）の

ことをいう。満期日前に反対売買

による決済を行わない時の、清算

価格として使用される。 

（新設）  

（新設）  

 

 

 

 

 

 

 


